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基準年度 目標年度

2
[主要]
金融行政方針の実施

3
[主要]
金融機関のリスク管理の
高度化

4

既承認金融機関に係る安
定的なリスク管理の運用状
況の把握及び承認希望金
融機関に係る審査の実施

5
グローバルなシステム上重
要な銀行等に対する適切
な監督

既承認金融機関に係
るフォローアップ及び
承認希望金融機関に
係る審査を実施

28年度
　金融機関の業務や取引が複雑化する中、金融機関が抱えるリスクをより精緻に把握することで、金融機関のリスク管理の高度化への取組みを促す必要があるため、
指標を設定した。

関係当局との情報共
有・意見交換等も行い
つつ、グループ全体と
しての経営管理・リスク
管理等の向上に向け
たモニタリングを実施

28年度 　グローバルなシステム上重要な銀行等に対し、グループ全体としての経営管理・リスク管理等の高度化を促すことが重要であるため、指標を設定した。

28年度
　金融行政方針に基づき、検査局と監督局が緊密に連携し、効果的・効率的なモニタリングを実施していくことが、金融機関の健全性の維持・向上において重要であるた
め、指標を設定した。

金融機関に対するヒア
リング等を通じ、統合
的なリスク管理態勢の
把握・検証

28年度
　金融機関の健全性を確保するためには、金融機関システムの潜在的リスクの分析や金融機関の株式・金利リスクの管理体制等の検証等を通じて、金融機関のリスク
管理の高度化を図ることが重要であることから、指標を設定した。

水準維持 28年度

金融行政方針に基づく
金融モニタリングの
実施

目標年度

施策の概要
　金融機関の健全性を確保するため、効果的な金融モニタリング（監督・検査）の実施、国際的な議論も踏まえた金融機
関の健全性確保のためのルールの整備、金融機能強化法等の適切な運用、金融機関の業務継続体制の検証及び金
融機関における情報セキュリティ対策向上のための取組みを行うこととしている。

目標測定指標

達成すべき目標

測定指標

1

[主要]
各業態の健全性指標〈自
己資本比率、不良債権比
率等〉

27年度
各業態の
比率

27年度

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　金融機関の健全性を確保するための制度・環境整備 担当部局名

監督局
　総務課監督調査室、総務課、総務課健全性基準室、総務課協同組
　織金融室、総務課郵便貯金・保険監督参事官室、銀行第一課、
　銀行第二課、保険課、証券課
総務企画局
　政策課サイバーセキュリティ対策企画調整室、マクロプルーデンス
　総括参事官室
検査局
　総務課、企画審査課
証券取引等監視委員会証券検査課

基準値 目標値

金融庁28（施策Ⅰ－１）

政策評価実施予定時期　金融機関の健全性が確保されること

目標設定の
考え方・根拠

　我が国金融システムの安定性とこれに対する国内外からの信頼を確
保するためには、金融機関の健全性が確保される必要がある。
【根拠】
　各業法の目的規定、主要行等向けの総合的な監督指針、Ｇ20サミッ
ト首脳宣言・行動計画（平成20年11月15日）、金融・資本市場に係る制
度整備について（22年１月21日）、「日本再興戦略」改訂2015（27年６月
30日閣議決定）等

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

平成29年６月

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

　当該指標は金融機関の健全性を示すものである。28年度も今年度の水準を維持すれば、健全性が確保されていると言うことができるため、指標を設定した。

－ 1 －



6

大規模証券会社グループ
に対する連結ベースの財
務健全性基準に基づいた
適切な監督

7
保険会社又は保険持株会
社を頂点とするグループに
対する適切な監督

8
国際的な議論を踏まえた
国内制度の整備

9

金融機能強化法（震災特
例を含む）の活用検討の促
進及び同法等に基づき資
本参加を実施した金融機
関に対する適切なフォロー
アップの実施

10
業界横断の業務継続訓練
の実施

11
金融業界横断的なサイ
バーセキュリティ演習の参
加金融機関数

12
情報セキュリティ対策の向
上に向けた情報提供の実
施状況

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1) 金融機関等検査経費
312

（175）
303

（116）
210 243 2 －

(2) 金融検査手法向上経費
3

（1）
6

（-）
1 1 2 001

(3)
リスク計測参照モデル関係
経費

23
（23）

23
（23）

23 22 2 001

(4)
デジタルフォレンジック関
連システム経費

11
（11）

8
（8）

5 5 2 001

20社 28年度
　金融業界横断的なサイバーセキュリティ演習を実施し、多数の金融機関が参加することにより、参加金融機関及び金融業界全体のサイバーセキュリティレベルの底上
げが図られると考えられるため、指標を設定した。

検査において、電子データで作成された資料を検証する際に活用するデジタルフォレンジック機器等の保守・運用関係経費。

金融検査マニュアルの整備等による金融検査手法の向上や、金融検査に関する情報を周知・広報（パンフレット作成、翻訳等）するため
に使用する経費。

検査において、被検査金融機関のリスク計測手法を実証的に検証するためのシステム保守・運用関係経費。

　バーゼル３等の金融システムの安定等を目的とした国際的な金融規制見直しの議論の進捗を踏まえ、これに対応した告示等を整備する必要がある。また、保険会社
を取り巻く経営環境やビジネスモデルが変化する中、国際的な議論と整合性をとりつつ、財務状況の的確な把握やリスク管理の高度化を図ることが重要であるため、目
標を設定した。

　業界横断の業務継続訓練を毎年度実施することにより、態勢の実行性の向上を図るとともに、各行の対応状況を比較し、対応が遅れている銀行の底上げを図るた
め、指標を設定した。

28年度
　大規模証券会社グループについては、引き続き、商品別、国別、取引先別といった複眼的な断面から、リスクの増減・集中度等について連結ベースの計数を用いたモ
ニタリング・分析を行うことが重要であるため、指標を設定した。

　グループ全体としての経営・リスク管理等の高度化を促すことが重要であるため、指標を設定した。

銀行法第25条、その他法令に基づき、金融機関の財務の健全性や適切な業務運営等を確保するために実施する検査に必要な経費。

金融機能強化法（震災
特例を含む）について
活用の検討を促すとと
もに、同法等に基づき
資本参加を実施した金
融機関について、適切
なフォローアップを実
施し、計画の履行状況
を半期毎に公表

28年度
　将来を見据えた資本基盤の充実・強化を図ること及び国の資本参加を受けた金融機関に対して適切なフォローアップを実施することは、金融機関の健全性確保にも
寄与すると考えられるため、指標を設定した。

商品別、国別、取引先
別といった複眼的な断
面から、リスクの増減・
集中度等について、連
結ベースの計数を用
い、四半期毎にモニタ
リング・分析を実施

ヒアリング等を通じ、グ
ループ全体としての経
営実態・リスク管理態
勢の把握・検証

28年度

金融機関の情報セキュ
リティ対策の向上に向
けた情報提供の実施

28年度
　「重要インフラの情報セキュリティ対策に係る第３次行動計画」において、情報セキュリティ対策に資する情報の官民における共有等が定められていることに基づき、内
閣サイバーセキュリティセンター（NISC）と連携し、情報セキュリティに関する情報を金融機関に提供することが、金融機関の情報セキュリティ対策の向上に資すると考え
られるため、指標を設定した。

訓練の実施 28年度

関連告示等の整備、
保険会社に係る資産・
負債の経済価値ベー
スによる評価・監督手
法について、全保険会
社に対する影響度調
査の実施及び監督手
法の検討

28年度

事務事業に関連する
予算等の項目

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

予算額計（執行額）
関連する
指標

項目の概要等

－ 2 －



(5)
モニタリング支援情報整
備・活用経費

- - 6 38 2 001

(6)

自己資本比率規制の国内
実施に係る必要な経費
（25年度までは「バーゼル
Ⅱ対応システム関係経
費」）

5
（5）

5
（4）

5 5 4 001

(7)
モニタリングシステム関係
経費

86
（86）

- - － 2 -

(8)
金融機能強化法に基づく
資本増強の審査等経費

50
（5）

51
（5）

50 15 9 002

(9)
金融分野におけるサイ
バーセキュリティ対策向上
に必要な経費

- - 13 45 11 003

(10)
金融機能強化法（震災特
例）に基づく資本増強の審
査等経費

80
（-）

41
（-）

20 10 9 復0025

569
（306）

438
（156）

333 384

ミクロ／マクロ・プルーデンスの両立といった観点を含め、実効性あるモニタリングを実現するために金融機関等から徴求すべきデータの
検討や当局の体制の見直しを行うための経費。

金融機関への効果的・効率的なオフサイト・モニタリングを実施するための支援システムである、金融庁統合モニタリング・分析システム
（モニタリングシステム）の運用・保守等を行う業務。

金融分野におけるサイバーセキュリティ対策強化に向けた施策を実施するための情報収集等を行う経費

自己資本比率規制において高度なリスク管理計測手法を採用する場合には、当局の承認が必要。当該承認審査の際に金融機関が算
出する推計値の適切性を検証するほか、承認後に金融機関から提出される定量データの横断的な比較等に使用するシステムの運用・
保守等費用。

金融機能強化法に基づき国の資本参加を行う金融機関等が発行する優先株式等の商品性審査のため、ＦＡ業務を外部専門家に委託す
るもの。

金融機能強化法（震災特例）に基づき国の資本参加を行う金融機関等が発行する優先株式等の商品性審査のため、ＦＡ業務を外部専門
家に委託するもの。

・Ｇ20サンクトペテルブルク・サミット首脳宣言（25年９月６日）
・「日本再興戦略」改訂2015（27年６月30日閣議決定）

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

－ 3 －
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1
[主要]
国際的な議論を踏まえた
国内制度の整備

2

[主要]
必要な措置等の適切な実
施による金融システムの混
乱の回避

3 名寄せデータの精度

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1) 金融危機管理経費
41
（-）

42
（-）

42 10 2 004

41
（-）

42
（-）

42 10

28年度 　金融機関の健全性を確保するため、国際的な議論を踏まえ、継続的に関連告示等の整備を行うことが必要であることから、指標を設定した。

金融システムの
混乱の回避

28年度 　金融システムの安定性を確保するためには、必要な措置等を実施し、金融危機を未然に防止することが重要であるため、指標を設定した。

　預金保険法に定める資本増強の措置における優先株式等の引受けにあたり、優先株式の商品性等高度な専門知識を必要とする事項
について、外部専門業者に委託するためのもの。

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

　特になし。

預金保険機構との連
携による名寄せデー
タ整備状況の検証

28年度
　預金保険機構との連携による名寄せデータの整備状況の検証することが、預金取扱金融機関の名寄せデータの精度の維持・向上につながることから、指標を設定し
た。

事務事業に関連する
予算等の項目

予算額計（執行額）
関連する
指標

項目の概要等
平成28年

行政事業レビュー
事業番号

測定指標 目標 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠
目標年度

関連告示等の整備

施策の概要
　金融システムの安定性を確保するため、国際的な議論も踏まえた金融システムの安定確保のためのルール整備や、
預金等定額保護下における破綻処理のための態勢整備の充実を図ることとしている。

目標設定の
考え方・根拠

　金融システムは、資金仲介・リスク仲介機能や決済機能を担い、経済
活動の基盤をなすことから、国民生活と経済活動の健全かつ円滑な発
展のためには、金融システムの安定性が確保される必要がある。
【根拠】
　預金保険法第1条、ペイオフ解禁の実施にあたっての所感（平成17年
４月１日大臣発言）、主要行等向けの総合的な監督指針　等

達成すべき目標 　金融システムの安定性が確保されること 政策評価実施予定時期 平成29年６月

平成28年度実施施策に係る事前分析表
金融庁28（施策Ⅰ－２）

施策名 　我が国金融システムの安定性を確保するための制度・環境整備 担当部局名

監督局
　総務課監督調査室、総務課健全性基準室、総務課信用機構対応
　室、総務課協同組織金融室、総務課郵便貯金・保険監督参事官
　室、銀行第一課、銀行第二課
検査局企画審査課
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1

[主要]
内外の市場動向やマクロ
経済情勢等に係る情報の
集積・調査・分析の実施状
況

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

― ― ― ― ― ― ―

― ― ― ―

事務事業に関連する
予算等の項目

予算額計（執行額）
関連する
指標

項目の概要等
平成28年

行政事業レビュー
事業番号

―

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

特になし

測定指標 目標 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠
目標年度

システミックリスク顕在
化の未然防止が図ら
れること

28年度
　内外の市場動向やマクロ経済情勢、金融機関のビジネス、貸出・運用動向等の把握・分析を行い、それらが金融機関の財務の健全性に与える影響等についての認
識・分析を深めることが金融システムの安定確保に資すると考えられるため、指標を設定した。

施策の概要
　金融セクター全体に内在するリスクの状況をフォワードルッキングに分析する観点から、グローバルなマクロ経済・金融
市場や市場参加者の動向、資金の流れを把握・分析するとともに、大手金融グループを中心に、金融機関のビジネス、
貸出・運用動向等のリアルタイムな実態把握に努める。

目標設定の
考え方・根拠

　国内外の市場動向や金融機関のビジネス動向等を的確に把握・分析
し、必要に応じて適切な行政対応を行うこと等を通じて、金融システム
の安定を確保・システミックリスク顕在化の未然防止に努める必要があ
る。

達成すべき目標 　システミックリスク顕在化の未然防止が図られること 政策評価実施予定時期 平成29年６月

平成28年度実施施策に係る事前分析表
金融庁28（施策Ⅰ－３）

施策名 　金融システムの安定性を確保するための経済・市場全体にかかるリスクの把握と行政対応 担当部局名
総務企画局マクロプルーデンス総括参事官室
検査局
　総務課、企画審査課
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基準年度 目標年度

7
「金融サービス利用者相談
室」における相談等の受付
状況等

35,843件 27年度 40,000件 28年度

8
①外部への講師派遣及び
②相談室職員研修への対
応状況

①５回
②６回

27年度
①５回
②５回

28年度

9
総務省関東行政評価局開
設の東京総合行政相談所
での相談会の実施

10回 27年度 12回 28年度

10
金融庁・財務局開催のシン
ポジウムにおける相談会
の実施

５回 27年度 ５回 28年度

28年度

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　利用者が安心して金融サービスを受けられるための制度・環境整備 担当部局名

総務企画局
　企画課、企画課調査室、企画局企画課信用制度参事官室、
　企画課保険企画室、企業開示課、
　政策課金融サービス利用者相談室、企画課ＡＤＲ室
監督局
　総務課、総務課協同組織金融室、総務課金融会社室、
　総務課郵便貯金・保険監督参事官室、銀行第一課、銀行第二課、
  保険課、証券課
証券取引等監視委員会事務局

施策の概要

金融庁28（施策Ⅱ－１）

目標設定の
考え方・根拠

　金融サービスの利用者が各種リスクを十分に理解し、金融商品・サー
ビスを安心して受けられるよう、利用者保護のための相談等の枠組み
の充実等、周辺環境の整備を図る。
　また、その業務の公共性を十分に認識した上で、金融機関の法令等
遵守態勢の確立されることが必要であることから、法令等遵守に対す
る適切な行政対応を行う。
　これらの環境整備を行ったうえで、必要に応じて金融実態に対応した
利用者保護ルール等を整備する。
【根拠】
・各業法の目的規定、各監督指針
・金融・資本市場競争力強化プラン（平成19年12月21日）
・多重債務問題改善プログラム
　（19年４月20日多重債務者対策本部決定）
・預貯金者保護法、振り込め詐欺救済法、消費者基本計画
　（27年３月24日）

平成29年６月

２回 27年度 ２回 28年度

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

政策評価実施予定時期

27年度 650回

達成すべき目標

測定指標 基準値 目標値

　金融サービスの利用者の保護が図られるために、金融実態に則した利用者保護ルール等を整備し、利用者が金融商
品・サービスを安定して利用できるような利用者の信頼度の高い金融システムの構築を図ることとしている。
　また、制定した利用者保護ルールの運用状況を注視し、そのフォローアップを適切に行うとともに、金融関連犯罪の防
止等に取り組むこととしている。

　金融サービスの利用者の保護が図られること

財務局による管内自治体
の相談員等向け研修の参
加市区町村数（延べ数）

716回

11
金融トラブル連絡調整協議
会の開催の状況

16

　金融サービス利用者相談室においては27年10月から東京総合行政相談所で相談会を実施している。当相談所では、毎月１回程度、当室の相談会を開催することと
なっており、相談会で利用者相談の機会拡大、利用者保護の充実を図るものであることから一つの指標とし、目標値を設定した。

　金融サービス利用者相談室に寄せられた利用者からの相談件数等を四半期毎に公表を行っている。相談件数は当相談室の稼働状況を示す一つの指標であることか
ら測定指標とし、金融サービス利用者の利便性の向上を図るため、当相談室において利用者からの相談等に対し一元的に対応しているところであり、引き続き相談体
制等の充実に取り組む必要があると考る。なお、目標値については、過去数年の受付件数を勘案し設定した。

　金融サービス利用者相談室では、金融庁・財務局開催のシンポジウムにおける講演及び相談会を27年度より開催している。シンポジウムでは相談室の広報を行うと
ともに、利用者相談の機会拡大、利用者保護の充実を図るものであることから、一つの指標として目標値として設定した。なお、28年度については、同シンポジウムの開
催が予定されている。

　　「多重債務問題改善プログラム」において、国は自治体における取組みのバックアップをすることとされていることから、自治体の相談体制の強化を図るため、各財
務局に管内自治体の相談員等向けの研修を開催するよう促している。

　金融ＡＤＲ制度の運用状況のフォローアップを実施し、必要に応じ、更なる改善を図る点について検討を行うために、金融トラブル連絡調整協議会の定期的な開催が
必要となるため。
　23年２月開催の金融トラブル連絡調整協議会において、委員間で半年に１回程度のペースにて開催することについて合意された。

　①外部の講演へ金融サービス利用者相談室職員を派遣し、当相談室に寄せられた利用者からの相談件数を分析して得られた金融トラブルの傾向等を説明すること
は、金融トラブルの未然防止等に役立ち、利用者の保護に資すると考えることから、測定指標として選定し、前年度実績を維持し継続して行う必要があると考える。　②
また、金融サービス利用者の利便性の向上を図るため、金融サービス利用者相談室において利用者からの相談等に対し一元的に対応しているところであり、相談体制
等の充実を図るため、相談室職員に対し研修を継続して実施する必要があることから、測定指標として選定し、前年度実績を維持し継続して行う必要があると考える。
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1
[主要]
利用者保護のための制度
整備の進捗状況

2
[主要]
預金取扱金融機関におけ
る更なる態勢整備

3
[主要]
保険会社等における更な
る態勢整備

4
[主要]
金融商品取引業者等にお
ける更なる態勢整備

5
[主要]
貸金業者における更なる
態勢整備

6

[主要]
前払式支払手段発行者及
び資金移動業者における
更なる態勢整備

利用者保護の実効性を確保するために、所要の政令・内閣府令の整備を指標として選定した。

必要に応じて監督指針
等の改正を行い、監督
上の着眼点の明確化
を行うとともに、顧客
ニーズに即したサービ
ス提供、顧客の信頼・
安心感の確保等の観
点からより優れた業務
運営に向けモニタリン
グを行う。

自主規制機関とも連携
しつつ、監督指針の改
正等を通じて監督上の
着眼点を明確化すると
ともに顧客の信頼・安
心感の確保等の観点
からより優れた業務運
営に向けモニタリング
を行う。

必要に応じ顧客保護と
利用者利便の向上の
観点から監督指針等
の改正を行うとともに、
顧客のニーズや利益
に真に適う商品の提供
等に向けた更なる態勢
整備を促していく。

28年度

28年度

金融サービスの利用者の保護がより一層図られるためには、顧客保護と利用者利便の向上の観点から、より優れた業務運営に向けた経営改善が図られることが重要
であるから、そうした態勢整備が適切に行われるよう指導・監督していくことを測定指標として選定した。

28年度

目標
目標年度

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

28年度

測定指標

所要の政令・内閣府令
の整備

必要に応じて事務ガイ
ドラインの改正を行い、
前払式支払手段発行
者及び資金移動業者
における更なる態勢整
備を促すよう指導・監
督を行う。

28年度

　金融サービスの利用者の保護がより一層図られるためには、顧客の信頼・安心感の確保等の観点から、より優れた業務運営に向けた経営改善が図られることが重要
であるから、そうした観点からモニタリングを行うことを測定指標として選定した。

必要に応じて監督指針
等の改正を行い、自主
規制機関等と連携しな
がら、貸金業者におけ
る更なる態勢整備を促
すよう指導・監督を行
う。

28年度
　資金需要者等の保護が図られるためには、貸金業者において法令等遵守態勢を含めた態勢が適切に整備されることが重要であることから、そうした態勢整備が適切
に行われるよう指導・監督していくことを測定指標として選定した。

　金融サービスの利用者保護が図られるためには、前払式支払手段発行者及び資金移動業者において法令等遵守態勢を含めた態勢が適切に整備されることが重要
であることから、そうした態勢整備が適切に行われるよう指導・監督していくことを測定指標として選定した。

　金融サービスの利用者の保護がより一層図られるためには、顧客ニーズに即したサービス提供、顧客の信頼・安心感の確保等の観点から、より優れた業務運営に向
けた経営改善が図られることが重要であるから、そうした観点からモニタリングを行うことを測定指標として選定した。
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12
不正利用口座への対応状
況

13

偽造キャッシュカード等に
よる被害の防止のための
セキュリティ対策の実施状
況

14
振り込め詐欺救済法に基
づく被害者への返金の状
況

15
多重債務者相談窓口の周
知・広報に係る活動状況

17
[主要]
無登録業者に対する適切
な対応

18

[主要]
法令違反行為等が認めら
れた適格機関投資家等特
例業務届出者に対する適
切な対応及び行政処分等
の勧告の実施状況

金融機関において利
用停止等の措置を実
施。

28年度
　適格機関投資家等特例業務届出者による法令違反行為や無登録でファンド販売等に係る被害未然防止のためには、国民への注意喚起や個別業者への適切な対応
を行うことが重要であることから、測定指標として選定した。

偽造キャッシュカード
等による被害の防止の
ため、金融機関におけ
るセキュリティ対策の
向上に向けた取組みを
促すよう指導・監督を
行う。

28年度

「金融商品取引法の一
部を改正する法律」の
施行（28年３月）によ
り、新たに行政処分権
限が備わったことか
ら、検査・監督対応に
おいて法令違反行為
等が認められた適格機
関投資家等特例業務
届出者については、必
要に応じて業務廃止命
令等の行政処分を含
めた対応を行うよう努
める。

　偽造キャッシュカード等による被害の防止のため、金融機関におけるセキュリティ対策の一層の向上に向けた取組みが重要であることから、そうした取組みを促すよう
指導・監督していくことを測定指標として選定した。

　振り込め詐欺など他人の財産を害する犯罪の被害の防止のためには、金融機関が口座不正利用に伴う利用停止等の措置を行うことが重要であることから、測定指
標として選定した。

無登録業者の詐欺的
な投資勧誘等について
の注意喚起や、個別の
無登録業者への適切
な対応を行う。

28年度
　無登録業者等による未公開株投資詐欺等の被害未然防止のためには、国民への注意喚起や個別業者への適切な対応を行うことが重要であることから、測定指標と
して選定した。

28年度

　　「多重債務問題改善プログラム」において、国は相談窓口の周知に努めることとされていることから、多重債務者及び多重債務に陥る可能性のある者が相談窓口を
確実に認知できるよう、インターネット広告等をはじめとする広報媒体の多様化や、多重債務者相談強化キャンペーンにおける集中的な広報活動等を行うことにより、効
果的な広報活動に努める必要があるため、選定した。

振り込め詐欺救済法に
基づく被害者への返金
については、引き続
き、返金制度の周知徹
底を図るとともに、金融
機関による「被害が疑
われる者」に対する積
極的な連絡等の取組
みを促す。

28年度
　振り込め詐欺救済法に基づく被害者への返金については、引き続き、返金制度の周知徹底を図るとともに、金融機関による「被害が疑われる者」に対する積極的な連
絡等の取組みを促すことが重要であるから、測定指標として選定した。

相談窓口について多
様な手段により効果的
に広報活動を行う。

28年度
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当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1)
貸金業務取扱主任者登録
に必要な経費

10
（3）

7
(2)

16 6 5 005

(2)
貸金業者情報検索サービ
ス運用経費

8
（8）

8
(8)

8 10 5 005

(3)
検査等一般事務費
【再掲】

- - - - 16,17 -

(4)
証券取引等監視経費
（課徴金調査等経費）
【再掲】

- - - - 16,17 -

(5)
証券取引等監視委員会一
般事務費
【再掲】

- - - - 16,17 -

(6)
デジタルフォレンジック関
連システム運用経費
【再掲】

- - - - 16,17 -

(7)
インターネット巡回監視シ
ステム運用経費
【再掲】

- - - - 16,17 -

(8)
金融サービス利用者相談
室職員に対し継続して研
修を実施

0.6
（0.3）

0.4
(0.4)

0.5 0 9 -

(9)
金融トラブル連絡調整協議
会等の開催

0.4
（0.2）

0.4
（0.2）

0.4 0.4 10 006

(10)
振り込め詐欺救済法に係
る業務に関する経費

3
（3）

3
(3)

3 0 13 006

(11)
改正貸金業法に係る制度・
多重債務者対策に関する
広報経費

9
（4）

9
(8)

9 8 14 006

31
（18）

29
(22)

37 24 　特になし施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

予算額計（執行額）

　貸金業主任者登録を行う際に、申請者の本籍所在地の市区町村及び東京地方検察庁に対し、犯歴照会を行うもの。

　金融庁ウェブサイトにおいて、貸金業法に基づき登録を受けている財務局・都道府県登録の貸金業者の登録を検索できるサービス。

　多重債務者相談窓口周知のためのポスター及びリーフレットの作成及び配布、インターネット広告の実施。

事務事業に関連する
予算等の項目

　有価証券報告書等の虚偽記載等に係る開示検査や無届募集に対する裁判所への申立てのための調査を行うもの。

　海外当局幹部との意見交換会の実施による連携強化の取組みや海外当局への職員派遣による人材育成等を行うためのもの。

　インターネット上における特定の企業を標的とした証券取引に関連する悪質な情報等に対する監視を行うためのもの。

　金融サービス利用者の利便性の向上を図るため、金融サービス利用者相談室において利用者からの相談等に対し一元的に対応して
いるところであり、相談体制等の充実を図るため、相談室職員研修を継続して実施するもの。なお、経費については開発研修室一括計上
をしている。

　振り込め詐欺救済法に係る制度の広報の実施。

　金融商品取引業者などに対する証券検査や無登録業者等に対する裁判所への申立てのための調査を行うもの。

　金融トラブル連絡調整協議会等の枠組みを活用した金融ＡＤＲ制度の運用状況のフォローアップを実施し、必要に応じ、更なる改善を
図る点について検討を行う。

　電磁的記録の保全・復元・解析等を行う作業（デジタルフォレンジック）を行うためのもの。

関連する
指標

項目の概要等

－ 12 －



基準年度 目標年度

2
[主要]
質の高い金融仲介機能の
発揮

3
「経営者保証に関するガイ
ドライン」の融資慣行として
の浸透・定着

4

個人版私的整理ガイドライ
ンの運用支援、東日本大
震災事業者再生支援機構
の活用促進

5

金融機能強化法（震災特
例を含む）の活用検討の促
進及び同法に基づき資本
参加を実施した金融機関
に対する適切なフォロー
アップの実施（再掲）

6
自然災害被災者債務整理
ガイドラインの運用支援

　当該ガイドラインの積極的な活用により、自然災害による被災者（事業者及び個人）の事業・生活再建が図られ、ひいては、被災地の復興に資することが期待されるた
め、指標を設定した。

金融機関が担保・保証
に依存する融資姿勢を
改め、事業性評価に基
づく融資や本業支援等
の促進

28年度 　金融機関における金融仲介機能の発揮にかかる取組みについて、企業側の評価を含め実態把握に努めるとともに積極的な取組みを促すため、指標を設定した。

個人版私的整理ガイド
ラインの運用支援・周
知広報及び東日本大
震災事業者再生支援
機構の活用促進

28年度

「経営者保証に関する
ガイドライン」の周知・
広報及び金融機関等
による積極的な活用の
促進

　将来を見据えた資本基盤の充実・強化を図ること及び国の資本参加を受けた金融機関に対して適切なフォローアップを実施することは、金融機関の健全性確保にも
寄与すると考えられるため、指標を設定した。

自然災害被災者債務
整理ガイドラインの運
用支援・周知広報

28年度

平成28年度実施施策に係る事前分析表
金融庁28（施策Ⅱ－２）

施策名 　資金の借り手が真に必要な金融サービスを受けられるための制度・環境整備 担当部局名

監督局
  総務課監督調査室、総務課、総務課協同組織金融室、総務課地域
　金融企画室、銀行第一課、銀行第二課
検査局総務課

目標設定の
考え方・根拠

目標 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

施策の概要
　資金の借り手が真に必要な金融サービスを受けられるため、質の高い金融仲介機能の発揮及び金融機能強化法の適
切な運用を図ることとしている。

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

　新成長戦略や金融資本市場及び金融産業の活性化等のアクション
プランにおいて、金融業には、実体経済を支え、かつ、それ自身が成長
産業として経済をリードしていく役割が求められている。そのためには、
各金融機関において、資金の借り手に真に必要な金融サービスを提供
することが必要である。
【根拠】
　「金融・資本市場活性化に向けての提言」（平成25年12月13日）、好
循環実現のための経済対策（25年12月５日閣議決定）、「日本再興戦
略」改訂2015（27年６月30日閣議決定）、日本経済再生に向けた緊急
経済対策（25年１月11日閣議決定）、株式会社企業再生支援機構法の
一部を改正する法律（25年２月26日成立、３月６日公布、３月18日施
行）、金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラ
ン（22年12月24日）、平成23年度の経済見直しと経済財政運営の基本
的態度（23年１月24日閣議決定）等

達成すべき目標

貸出態度判断Ｄ．Ｉ． 20

政策評価実施予定時期 平成29年６月

金融機能強化法（震災
特例を含む）について
活用の検討を促すとと
もに、適切なフォロー
アップを実施し、計画
の履行状況を半期毎
に公表

　中小企業金融の円滑化に向けた取組みの効果を把握するため、指標を設定した。

測定指標 基準値 目標値

28年３月 29年３月

　ガイドライン及び機構の積極的な活用により、東日本大震災による被災者（事業者及び個人）の事業・生活再建が図られ、ひいては、被災地域の本格的な復興に資す
ることが期待されるため、指標を設定した。

28年度

測定指標

　資金の借り手が真に必要な金融サービスを受けられること

目標年度

1

前年同期
（28年３月）
の水準を
維持

　「経営者保証に関するガイドライン」は、中小企業等の経営者保証に関する契約時及び履行時等における中小企業、経営者及び金融機関による対応についての、中
小企業団体及び金融機関団体共通の自主的自律的な準則である。本ガイドラインの積極的な活用により、経営者保証の課題に対する適切な対応を通じてその弊害を
解消し、各ライフステージにおける中小企業や創業を志す者の取組意欲の増進が図られ、ひいては、中小企業金融の実務の円滑化を通じて中小企業等の活力が一層
引き出されることが期待されるため、指標を設定した。

28年度
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当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1)
関係機関等との連携強化
に必要な経費

5
（3）

4
（3）

4 4 2 －

(2)

地域金融機関による事業
性評価に基づく融資・コン
サルティング機能の発揮状
況等に関する調査・研究に
必要な経費

- - - 18 2 002

(3)
個人債務者の私的整理に
係る支援に必要な経費

346
（122）

240
（43）

203 102 4 復0025

(4)
被災者支援施策に係る周
知広報に必要な経費(旅費
以外）

35
（31）

24
（22）

20 17 4 復0025

(5)
被災者支援施策に係る周
知広報に必要な経費（旅
費）

1
（1）

1
（1）

1 1 4 －

(6)
自然災害による被災者の
債務整理支援に必要な経
費

- - - 4 6 新28-001

(7)
自然災害による被災者の
債務整理支援に係る周知
広報に必要な経費

- - - 1 6 新28-001

(8)
円滑化法の期限到来を踏
まえた中小企業等への支
援に関する経費

22
（13）

- - - 2 －

(9)
円滑な金融仲介機能の発
揮の支援に関する経費

-
19

（17）
- - 2 －

(10)

地域金融機関による中小
企業の事業承継支援等に
関する調査・研究に必要な
経費

- - 18 - 2 －

(11)
※再掲
金融機能強化法に基づく
資本増強の審査等経費

- - - - 5 002

(12)

※再掲
金融機能強化法（震災特
例）に基づく資本増強の審
査等経費

- - - - 5 復0025

409
（169）

288
（86）

247 148

金融機能強化法（震災特例）に基づき国の資本参加を行う金融機関等が発行する優先株式等の商品性審査のため、ＦＡ業務を外部専門
家に委託するもの。

後継者不足等により事業継続が困難となった中小企業において、その事業承継が大きな課題の１つとなっており、こうした課題等につい
て調査研究等を実施。

自然災害の被災地における、被災者支援施策の周知・広報に係る旅費。

当庁から各財務局等が実施する地域密着型金融に関する会議への参加。

地域金融機関による事業性評価に基づく融資・コンサルティング機能の発揮に係る取組みについて、企業側の認識・評価について、企業
に対して、広くアンケートを実施。

東日本大震災の被災地における、被災者支援施策の周知・広報に係る旅費。

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

・平成23年度の経済見直しと経済財政運営の基本的態度（23年１月24日閣議決定）
・日本経済再生に向けた緊急経済対策（25年１月11日閣議決定）
・好循環実現のための経済対策（25年12月５日閣議決定）
・地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策（26年12月27日閣議決定）
・「日本再興戦略」改訂2015（27年６月30日閣議決定）
・第190回国会　衆議院財務金融委員会における麻生財務大臣兼金融担当大臣の所信表明（28年２月10日）
・第190回国会　参議院財務金融委員会における麻生財務大臣兼金融担当大臣の所信表明（28年３月８日）

自然災害の影響によって既往債務を弁済できなくなった被災者（個人債務者）が、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライ
ン」に基づき債務整理を行う場合の、弁護士等の登録支援専門家による手続支援に要する経費等（報酬及び実費（郵送、交通、宿泊に
要する費用））の補助。

金融機関が創業・新規事業等の支援を行うに当たって、目利き能力等の向上のために必要な事業性評価のスキルや起業家が抱える実
務的課題等について調査研究等を実施。

金融機能強化法に基づき国の資本参加を行う金融機関等が発行する優先株式等の商品性審査のため、ＦＡ業務を外部専門家に委託す
るもの。

事務事業に関連する
予算等の項目

予算額計（執行額）
関連する
指標

項目の概要等
平成28年

行政事業レビュー
事業番号

東日本大震災の影響によって既往債務を弁済できなくなった被災者（個人債務者）が「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」を利
用して債務整理をする場合に必要となる弁護士等費用（報酬及び実費（郵送、交通、宿泊に要する費用））の補助。

金融機関による中小企業の事業再生・新規開業等に係る支援策、成長が見込まれる企業へのエクイティ資金の供給などの効果的な経
営支援手法について調査研究等を実施するとともに、当該調査研究の成果を周知、情報交換を実施するための勉強会、セミナーを各地
域で開催する。

東日本大震災の被災地における、被災者支援施策の周知・広報。
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1

[主要]
金融審議会「市場ワーキン
グ・グループ」における検
討状況

2
[主要]
NISAの普及促進に向けた
取組みの進捗状況

3

投資運用業者におけるガ
バナンス状況に加え、販売
会社における販売態勢に
ついての検証状況

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1)金融税制調査等経費
7
（7）

10
(6)

11 11 - 007

(2) 金融税制広報経費
4
（3）

4
(2)

- - 2 -

(3) ＮＩＳＡに関する広報等経費 - - 14 14 2 007

11
（10）

14
(8)

25 25

　「市場ワーキング・グループ」では、経済の持続的な成長及び家計の安定的な資産形成を支えるべく、日本の市場・取引所を巡る諸問題について検討を行うことから、
当該ワーキング・グループにおける検討状況をフォローアップしていくことが、施策の実現にとって重要であるため、指標を設定した。

金融資本市場の活性化のための税制面の環境整備に向けた委託調査、及び海外への実地調査

ＮＩＳＡ等に係る周知・広報

ＮＩＳＡ等に係る周知・広報

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

・「日本経済再生に向けた緊急経済対策」（平成25年１月11日閣議決定）
・「日本再興戦略－JAPAN is BACK－」（25年６月14日閣議決定）
・「日本再興戦略」改訂2014－未来への挑戦－（26年６月24日閣議決定）

事務事業に関連する
予算等の項目

予算額計（執行額）
関連する
指標

項目の概要等
平成28年

行政事業レビュー
事業番号

真に顧客の利益のた
めになる行動の実践の
促進

28年度

測定指標 目標 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠
目標年度

　真に顧客の利益のためになる行動の実践について、各金融機関の取組みを継続的にフォローアップしていくことが重要であるため、指標を設定した。

①NISA関連の税制改
正要望提出
② ＮＩＳＡの周知、広報
活動の拡充

28年度
　ＮＩＳＡの普及促進に向けた取組みについて、施策の実施状況を直接的・定性的に評価するために、引き続き「ＮＩＳＡ関連の税制改正要望提出」、及び「ＮＩＳＡの周知、
広報活動の拡充」を選定した。なお、NISAの利用動向の一端を示す口座開設数を引き続き参考指標として選定した。

日本の市場・取引所を
巡る諸問題についての
検討

28年度～

施策の概要
　国民の資産形成等に真に必要な金融サービスが提供されるため、投資信託や保険等の金融サービスの提供のあり
方、我が国金融機関が国民のニーズに合った金融サービスを提供するためのあり方を検討する。こうしたサービスの提
供を通じて、個人投資家が安心して投資できる制度・環境整備を図ることとしている。

目標設定の
考え方・根拠

　少子高齢化社会が進展している中、我が国経済の持続的な成長を
確保し、国民が成長の果実を享受していくためには、国民に長期的に
適切な投資機会が提供され、資産形成が図られる必要がある。
【根拠】
・日本経済再生に向けた緊急経済対策（平成25年１月11日閣議決定）
・日本再興戦略－JAPAN is BACK－（25年６月14日閣議決定）
・「日本再興戦略」改訂2014－未来への挑戦－（26年６月24日閣議決
定）

達成すべき目標 　国民の資産形成等のために、真に必要な金融サービスが提供されること 政策評価実施予定時期 平成29年６月

平成28年度実施施策に係る事前分析表
金融庁28（施策Ⅱ－３）

施策名 　資産形成を行う者が真に必要な金融サービスを受けられるための制度・環境整備 担当部局名
総務企画局
　企画課、市場課、政策課、政策課総合政策室
検査局総務課
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1

[主要]
中央清算されない店頭デリ
バティブ取引にかかる証拠
金規制の整備状況

2
証券決済期間の短縮化に
向けた取組み状況

基準年度 目標年度

　投資者が投資判断を行うために必要な情報をEDINETが提供していることから、EDINETの稼働率を測定指標として選定した。また、システムの安定運用に努めるた
め、目標とするサービスレベルを99.9％とした。

　証券決済期間の短縮化に向けた市場参加者による取組みについて、着実に実施することが重要であることから、測定指標として設定した。証券決済期間の短縮化に
向け関係者と連携し、取組みを支援する。

28年度

99.9%

目標設定の
考え方・根拠

　証券決済リスクの削減や市場の効率性の向上等を図るため、国債に
ついては2018年度上期におけるT+1化の実施に向けて、株式等につい
ては2019年中のなるべく早い時期におけるT+2化の実施を目標として、
日本証券業協会などによる各種の取組が進められており、政府として
もこうした取組の着実な実施を促す。また、我が国における金融市場
の危機の伝播の阻止を図り、信頼性の高い市場インフラの構築の実現
に資する取組みを行う。
　また、有価証券の発行者の財務内容、事業内容及び有価証券を大
量に取得・保有する者の状況を正確、公平かつ適時に開示し、それを
基礎として、投資者がその責任において有価証券の価値その他の投
資に必要な判断をするための機会を与え、投資者保護を図ることを目
指す。
【根拠】
・「金融・資本市場に係る制度整備について」（平成22年１月21日）
・「世界最先端IT国家創造宣言」（25年６月14日閣議決定）

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

平成29年６月

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　市場インフラの構築のための制度・環境整備 担当部局名
務企画局
　市場課、企業開示課

達成すべき目標

測定指標

100%

証券決済期間の短縮
化に向け関係者と連携
し、取組みを支援す
る。

金融庁28（施策Ⅲ－１）

政策評価実施予定時期　信頼性の高い、魅力ある市場インフラを構築すること

施策の概要

　店頭デリバティブ取引及び証券決済システム等の安全性、効率性及び利便性をより一層向上させることを通じ、信頼
性の高い、魅力ある市場インフラを構築するとともに、国際的な動向等を踏まえ、これらの実現を図ることとしている。
　また、EDINETの整備を通じ、有価証券の発行者の財務内容、事業内容及び有価証券を大量に取得・保有する者の状
況を正確、公平かつ適時に開示し、それを基礎として、投資者がその責任において有価証券の価値その他の投資に必
要な判断をするための機会を与え、投資者保護を図ることとしている。

　中央清算されない店頭デリバティブ取引にかかる証拠金規制は、金融市場の危機の伝播の阻止を図るために重要であることから、測定指標として設定した。

28年度3

[主要]
有価証券報告書等の開示
書類に関する電子開示シ
ステム（EDINET）の稼働率
（注）システムの定期保守
等、故障に因らない停止期
間は除外する。

27年度

目標年度
測定指標

中央清算されない店頭
デリバティブ取引にか
かる証拠金規制の施
行に向け、関係者と連
携し制度整備を図る。

28年度

基準値 目標値

目標
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当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1)
店頭デリバティブ取引情報
の蓄積・分析システム関連
経費

52
（51）

26
（24）

40 40 1 008

(2)
有価証券報告書等電子開
示システム経費（運用）

550
（549）

568
（568）

568 568 4 009

(3)
有価証券報告書等電子開
示システム経費（開発）

-
188
（182）

83 - 4 009

(4)
制度改正等へ対応するた
めの経費

14
（4）

14
（5）

13 12 4 -

(5)
有価証券報告書等電子開
示システム緊急整備経費

- - 2,185 - 4 009

(6)
有価証券報告書等電子開
示システム経費（運用）

- - - 199 4 009

(7)
有価証券報告書等電子開
示システム整備経費

361
（361）

- - - 4 -

(8)

業務・システム最適化計画
に基づく次世代「有価証券
報告書等の電子開示シス
テム」の開発に必要な経費

670
（670）

- - - 4 -

1,647
（1,634）

797
（779）

2,889 820

　新たなセキュリティ侵害の増加を受け、EDINETにおける情報セキュリティ対策の一層の強化を図り、システムの安全性・安定性を高め
ることを目的とした対応を行うもの（平成27年度補正予算）。

  22年５月に成立した金商法改正法により導入された店頭デリバティブ情報の報告・蓄積・分析制度に対応するためのシステム構築・運
営を行うもの。

　25年９月16日までに稼働していたEDINET旧システムの安定的な稼働を確保するために、システム運用管理、ヘルプデスク業務等を
行ったもの。

　25年９月17日に稼働したEDINET現行システムの整備経費。

　次期EDINETの安定的な稼働を確保するために、システム運用管理、ヘルプデスク業務等を行うもの。

　金融商品取引法の企業内容等の開示に係る制度改正等に対応するために、EDINETのシステム改修を行ったもの。

　有価証券報告書等の電子開示システム（EDINET）現行システムの安定的な稼働を確保するために、システム運用管理、ヘルプデスク
業務等を行うもの。

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

予算額計（執行額）
関連する
指標

項目の概要等

・「金融・資本市場に係る制度整備について」（22年１月21日）
・「世界最先端IT国家創造宣言」（25年６月14日閣議決定、27年6月30日最終改訂）

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

事務事業に関連する
予算等の項目

　EDINETの企業内容等の開示に係る制度改正に伴う改修や、開示情報利用者の利便性向上及び開示書類提出者の負担軽減を考慮し
た開発や検討等を行う。
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1
[主要]
総合取引所の実現に向け
た取組に係る進捗状況

2
[主要]新規・成長企業への
リスクマネーの供給促進に
向けた取組みの実施状況

3
不動産投資市場の持続的
な成長の実現に向けた取
組に係る進捗状況

4

[主要]
上場企業のコーポレートガ
バナンスの実効性の向上
を促す取組みの状況

金融庁28（施策Ⅲ－２）

政策評価実施予定時期　我が国市場の公正性・透明性を確保しつつ、多様な資金調達手段・適切な投資機会が提供されること

目標設定の
考え方・根拠

　「日本再興戦略　改訂2015」において、「総合取引所を可及的速やか
に実現する」とされていることを踏まえ、総合取引所の早期実現に向け
た取組みを行う。
　「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキ
ング・グループ」報告書（平成25年12月25日公表）等に基づき行った制
度整備等を踏まえ、関係制度の周知等、新規・成長企業へのリスクマ
ネーの供給促進に向けた取組みを行う。
　「日本再興戦略　改訂2015」において、「不動産投資市場の持続的な
成長を実現する」とされていることを踏まえ、不動産投資市場の持続的
な成長の実現に向け取り組む。
　　会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け「スチュ
ワードシップ･コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアッ
プ会議」（27年８月７日設置）等における議論・検討を踏まえ、上場企業
のコーポレートガバナンスの実効性の向上を促す。
　さらに、金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告
（28年４月18日公表）を踏まえ、企業と投資家との建設的な対話の促進
に向けて必要な取組みを実施する。
【根拠】
・「『日本再興戦略』改訂 2015－未来への投資・生産性革命」（27年６月
30日 閣議決定）
・金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告（28年４月
18日）
・「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード
≫～投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために～」（26年２
月26日）
・「コーポレートガバナンス・コード」（27年６月１日適用開始）

　市場機能の強化のための制度・環境整備として、資金調達に係る利便性の向上等の環境を整備するための取組みを
行う。

施策の概要

目標測定指標

達成すべき目標

不動産投資市場の持
続的な成長の実現に
向け取り組む。

　市場機能強化のための制度・環境整備の一環として、不動産投資市場の持続的成長の実現に向けた取組の促進は重要であるため指標を設定した。

総合取引所の早期実
現に向け、関係者等へ
の働きかけ等を行う。

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

28年度

28年度

　市場機能強化のための制度・環境整備の一環として、総合取引所の実現に向けた取組の促進は重要であるため指標を設定した。

平成29年６月

目標年度

28年度
　企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促すことに向けて、上場企業のコーポレートガバナンスの実効性の向上を促すことが重要であるため指標を設定
した。

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　市場機能の強化のための制度・環境整備 担当部局名
総務企画局
　企業開示課、市場課

新規・成長企業へのリ
スクマネー供給促進に
向け、円滑な資金供給
のための様々な制度
の周知等の取組みを
行う

28年度 　新規・成長企業へのリスクマネーの供給を促進していくためには、引き続き、関係する様々な制度の周知等に取り組んでいくことが重要であるため指標を設定した。

「スチュワードシップ･
コード及びコーポレート
ガバナンス・コードの
フォローアップ会議」に
おいて必要な議論・検
討を行う
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5

[主要]
金融審議会「ディスクロー
ジャーワーキング・グルー
プ」報告（28年４月18日）を
踏まえた取組みの進捗状
況

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1)
コーポレートガバナンスの
更なる推進に係る事業

- - - 18 4 28-002

- - - 18

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

28年度   より効果的・効率的な開示のため、必要な制度整備等に取り組む必要があるため指標を設定した。

項目の概要等

投資家側と会社側双方から、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値向上が促されるよう、「スチュワードシップ・コード及びコーポ
レートガバナンス・コードのフォローアップ会議」において、上場企業全体のコーポレートガバナンスの実効性の向上に向けて、必要な施
策を議論・提言し、積極的な対外発信を行う。

予算額計（執行額）
関連する
指標

・「『日本再興戦略』改訂 2015－未来への投資・生産性革命」（27年６月30日 閣議決定）施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

事務事業に関連する
予算等の項目

報告書を踏まえた必要
な取組みを実施する。
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1

 [主要]マクロ経済情報の
収集・分析を踏まえたフォ
ワードルッキングな観点か
らの市場監視/根本原因の
的確な追究・評価/市場関
係者との対話・認識の共有
のプロアクティブな実施

2
金融商品取引法上のディ
スクロージャーの適切性を
確保するための施策

3
我が国において使用され
る会計基準の品質向上

4
[主要]
情報力に支えられた機動
的な市場監視の実施

5
[主要]
海外当局との必要な連携

6
[主要]
迅速・効率的な取引調査
の実施

フォワードルッキングな
観点からの市場監視/
根本原因の的確な追
究・評価/市場関係者
との対話・認識の共有
のプロアクティブな実
施。

28年度

　金融取引が多様化・複雑化し、市場が激しく変動する中で、市場の公正性・透明性の確保のためには、マクロ経済情報の収集・分析を踏まえた、フォワードルッキング
な観点からの市場監視を強化する必要がある。また、検査・調査を通じて把握した問題点について、その根本原因の的確な追究・評価を通じて、市場における共通課題
を抽出し、再発防止につなげていく必要がある。加えて、投資者保護を図るためには、違法行為の未然防止が最も効果的であり、市場関係者等による自主的な取組み
を通じた市場規律の強化を通じて、こうした効果が得られるよう、市場関係者との対話・認識の共有をプロアクティブに実施することが重要であることから、測定指標とし
て選定した。

迅速・効率的な取引調
査を実施する。

28年度
　市場取引の公正性・透明性の確保に向けた環境整備のためには、不公正取引に対する迅速・効率的な調査を実施することが重要であることから、測定指標として選
定した。

28年度
　市場取引の公正性・透明性を確保するため、引き続き、我が国において使用される会計基準の品質向上に向けた取組みを実施することが重要であることから、測定
指標として選定した。

機動的な市場監視を
実施する。

28年度
　市場取引の公正性・透明性の確保に向けた環境整備のためには、関係機関と連携しつつ、市場監視の空白を作らないよう、幅広く情報を収集・分析し、機動的な市場
監視を実施することが重要であることから、測定指標として選定した。

海外当局との必要な連
携を通じて、クロスボー
ダー取引を利用した不
公正取引への対応を
行う

28年度
　市場取引の公正性・透明性の確保に向けた環境整備のためには、証券規制当局間の情報交換枠組みの活用等を通じ、海外当局と緊密に連携して対処することが重
要であることから、測定指標として選定した。

28年度

我が国において使用さ
れる会計基準の品質
向上に向けた取組みを
実施する。

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　市場取引の公正性・透明性を確保するための制度・環境整備 担当部局名

証券取引等監視委員会事務局
総務企画局
　総務課審判手続室、市場課
企業開示課、監督局証券課

金融庁28（施策Ⅲ－３）

施策の概要
　我が国市場取引の公正性・透明性の向上のため、ディスクロージャー制度等について、制度的枠組み等の整備を図
る。また、情報の収集・分析、検査、調査等の市場監視活動を行い、その結果、法令違反等が認められた場合、課徴金
納付命令等の勧告、犯則事件としての告発を行い、厳正な対処を図る。

目標測定指標

達成すべき目標

目標年度
測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

平成29年６月政策評価実施予定時期　投資者保護のための制度・環境の整備等を図ることにより、我が国市場取引の公正性・透明性の向上に資すること

目標設定の
考え方・根拠

　市場取引の公正性・透明性を確保し、投資者の保護を図ることは、金
融・資本市場に対する市場参加者の信頼を保持し、我が国市場の活性
化や国際競争力向上に必要不可欠である。
【根拠】
・金融商品取引法第26条、第177条、第210条　等
・「日本再興戦略」改訂2015（平成27年６月30日）
・企業会計審議会「国際会計基準（ＩＦＲＳ）への対応のあり方に関する
当面の方針」（25年６月19日）
・金融資本市場及び金融産業の活性化等のためのアクションプラン（22
年12月24日）

金融商品取引法上の
ディスクロージャーの
適正性を確保するため
の施策を実施する。

　市場取引の公正性・透明性の確保に向けた環境整備のためには、投資者が自らの責任において有価証券の価値その他投資判断を行うために必要な正確な情報を
得ることができるよう、引き続き、継続的に金融商品取引法上のディスクロージャーの適正性を確保していくことが重要であることから、測定指標として選定した。
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7
[主要]
迅速・効率的な開示検査
の実施

8 課徴金制度の適切な運用

9
[主要]
効果的な犯則調査の実施

10
政策課題の発生に応じた
自主規制機関との適切な
連携

11
効果的な情報発信及び関
係諸団体との意見交換の
実施

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1)
企業財務諸制度調査等経
費

34
（33）

30
(29)

28 27 2 010

(2)
証券取引等監視委員会一
般事務費

23
（9）

19
(6)

18 21
3、4、5、
6、8

-

(3)
証券取引等監視経費
（証券取引審査経費）

0.3
（1）

0.8
(0.7)

1 1 3 -

(4)
デジタルフォレンジック関
連システム運用経費

40
（47）

26
(25)

49 45
3、4、5、
6、8

-

(5)
インターネット巡回監視シ
ステム運用経費

21
（12）

15
(12)

14 13
3、4、5、
6、8

-

(6)
情報収集・分析態勢強化
経費

-
17
(15)

14 14 3 011

(7)
証券取引等監視経費
（課徴金調査等経費）

47
（24）

49
(28)

46 39 4、5、6 -

政策課題の発生に応じ
て自主規制機関と必要
な協議・検討を行う。

28年度
　市場取引の公正性・透明性の確保に向けた環境整備のためには、様々な政策課題の発生に応じ、自主規制機関と連携して各自主規制ルールの見直し等について積
極的に協議・検討することが重要であることから、測定指標として選定した。

課徴金制度を適切に
運用する

28年度
　市場取引の公正性・透明性の確保に向けた環境整備のためには、不公正取引及び有価証券報告書等の虚偽記載等の違反行為に対して、課徴金制度を適切に運用
することが重要であることから、測定指標として選定した。

効果的な犯則調査を
実施する。

28年度
　市場取引の公正性・透明性の確保に向けた環境整備のためには、金融・資本市場の公正を害する悪質な行為に対して厳正で効果的な調査を実施することが重要で
あることから、測定指標として選定した。

迅速・効率的な開示検
査を実施する。

28年度
　市場取引の公正性・透明性の確保に向けた環境整備のためには、有価証券報告書の虚偽記載等に対する迅速・効率的な検査を実施することが重要であることから、
測定指標として選定した。

効果的な情報発信及
び関係諸団体との意
見交換を実施する。

28年度

・金融・資本市場に関する様々な情報を収集し、個別取引や市場動向の背景にある問題の分析を行うとともに、不公正取引の疑いのあ
る取引について取引審査を行うためのもの。

・電磁的記録の保全・復元・解析等を行う作業（デジタルフォレンジック）を行うためのもの。

・インターネット上における特定の企業を標的とした証券取引に関連する悪質な情報等に対する監視を行うためのもの。

・問題事案の早期発見や投資家被害の拡大防止のため、一般投資家等から幅広く情報収集するためのもの。

項目の概要等

　市場取引の公正性・透明性の確保に向けた環境整備のためには、各市場参加者による自主的な取組みによって市場規律が全体として強化されるよう、関係諸団体
の意見交換会の実施や証券監視委の問題意識等の情報発信が重要であることから、測定指標として選定した。

・相場操縦、内部者取引といった不公正取引や有価証券報告書等の開示書類の提出者等に対する調査・検査を行うためのもの。

・国際会計基準の議論に関しての動向等の常時把握、内容の調査分析、議論の場に参加しての我が国としての意見・立場の発信を行う
もの。

・海外当局幹部との意見交換会の実施による連携強化の取組みや海外当局への職員派遣による人材育成等を行うためのもの。

予算額計（執行額）
関連する
指標

事務事業に関連する
予算等の項目

平成28年
行政事業レビュー
事業番号
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(8)
情報収集・分析ツール運用
経費

-
6
(7)

7 － 6 -

(9)
証券取引等監視経費
（犯則調査経費）

98
（27）

86
(29)

80 59 8 -

(10) 課徴金制度関係経費
3
（0）

3
（0）

3 3 1、7 012

268
（154）

253
(152)

260 222

・金融商品取引法に定められた課徴金制度において、被審人に与えられた種々の権利を保証するとともに、課徴金制度の適正かつ迅速
な運営を確保するためのもの。

・効率的かつ効果的な検査を実施するため、検査先の選定等に当たり、多様な情報源から情報を収集するためのもの。

・不公正ファイナンスをはじめ、相場操縦、内部者取引、偽計等の犯則行為を含む金融・資本市場の公正を害する悪質な行為に対して、
犯則調査を行うためのもの。

　特になし施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

－ 23 －
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1
内外の経済・金融環境の
変化を踏まえた効率的か
つ効果的な監督の実施

2

[主要]
検査対象先の特性に応じ
た効率的かつ実効性ある
証券検査の実施

3
政策課題の発生に応じた
自主規制機関との適切な
連携

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1)検査等一般事務費
27
(25)

27
(24)

27 27 2 011

(2)
※再掲
証券取引等監視委員会一
般事務費

- - - - 2 -

(3)
※再掲
情報収集・分析ツール運用
経費

- - - - 2 -

(4)
※再掲
デジタルフォレンジック関
連システム運用経費

- - - - 2 -

(5)
※再掲
インターネット巡回監視シ
ステム運用経費

- - - - 2 -

27
(25)

27
(24)

27 27

・海外当局幹部との意見交換会の実施による連携強化の取組みや海外当局への職員派遣による人材育成等を行うためのもの。

28年度

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

測定指標

・金融商品取引業者などに対する証券検査を行うためのもの。

目標設定の
考え方・根拠

　市場仲介機能が適切に発揮されるための環境整備として、金融商品取引業者等に対する効率的かつ実効性ある監督を実施することが重要であることから、測定指標
として選定した。

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

28年度

予算額計（執行額）
関連する
指標

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

・電磁的記録の保全・復元・解析等を行う作業（デジタルフォレンジック）を行うためのもの。

　市場仲介機能が適切に発揮されるための環境整備として、様々な政策課題の発生に応じ、自主規制機関と連携して各自主規制ルールの見直し等について積極的に
協議・検討することが重要であることから、測定指標として選定した。

政策評価実施予定時期

項目の概要等

・インターネット上における特定の企業を標的とした証券取引に関連する悪質な情報等に対する監視を行うためのもの。

政策課題の発生に応じ
て自主規制機関と必要
な協議・検討を行う。

・効率的かつ効果的な検査を実施するため、検査先の選定等に当たり、多様な情報源から情報を収集するためのもの。

　市場仲介機能が適切に発揮されるための環境整備として、金融商品取引業者等に対する効率的かつ実効性ある証券検査を実施することが重要であることから、測定
指標として選定した。

内外の経済・金融環境
の変化を踏まえ、効率
的かつ効果的な監督を
実施する。

事務事業に関連する
予算等の項目

目標年度

施策の概要

28年度

目標

検査対象先の特性に
応じた効率的かつ実効
性ある証券検査を実施
する。

　特になし

　市場仲介機能が適切に発揮されるよう、効率的かつ効果的な監督及
び検査を実施し、金融商品取引業者等の業務の健全かつ適切な運営
の確保を図る。
【根拠】
・金融商品取引法第51条、第56条２項　等
・金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針
・平成27年度証券検査基本方針及び証券検査基本計画

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　市場仲介機能が適切に発揮されるための制度・環境整備 担当部局名 証券取引等監視委員会事務局、監督局証券課

平成29年６月達成すべき目標

　金融商品取引業者等の健全かつ適切な運営を確保するため、金融商品取引業者等に対する効率的かつ効果的な監
督及び検査を実施して業務の実態把握を図る。また、重大な法令違反等が認められた場合には、行政処分を行うととも
に、再発防止のため、業務改善の実施状況の適切なフォローアップを図る。

　金融商品取引業者等の健全かつ適切な運営を確保すること

金融庁28（施策Ⅲ－４）
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3

[主要]
品質管理レビューの審査
及び監査法人等に対する
検査の実施状況

目標
目標年度

「会計監査の在り方に
関する懇談会」の提言
も踏まえ、適正な会計
監査の確保のための
態勢整備に向けた取
組みを実施

虚偽証明等に関わった
公認会計士・監査法人
等に対して、適切な監
督を実施

監査法人等における監
査品質の一層の向上
に向け、品質管理レ
ビューの審査及び監査
法人等に対する実効
的な検査の実施

28年度

28年度

28年度

2
[主要]
公認会計士・監査法人等
に対する適切な監督

5
受験者等への情報発信の
拡大状況

・品質管理レビュー制度の審査を適正に行うことによって、自主規制機関である日本公認会計士協会が実施する品質管理レビューの実効性の向上を促すことができ
る。また、品質管理レビューの結果の報告を適正に審査することによって、個々の監査法人等の問題を把握することができ、審査会が実施する検査及び報告徴収を効
果的に実施することができることから測定指標を設定。
・監査法人等に対して実効的な検査を実施することによって、監査法人等における組織運営上の問題により迫った検証を実施することが可能となる。このことによって、
監査法人等に監査の品質管理の向上を促し、適正な会計監査の確保に資することができることから測定指標を設定。

多様な人々が試験に
挑戦することを促すた
め、受験者等へ情報発
信を拡大

4

6
優秀な会計人材確保
に向けた取組みの実
施

28年度

1

施策の概要

　適正な会計監査の確保により市場機能の発揮の基盤が強化されるために、監査基準等の整備の要否の検討、
公認会計士・監査法人等に対する適切な監督、品質管理レビューの適正な審査及び監査法人等に対する的確な
検査、海外監査監督当局との協力・連携、優秀な会計人材確保に向けた取組みの推進に係る取組みを図ること
としている。

優秀な会計人材確保に向
けた取組みの推進状況

達成すべき目標

測定指標

　適正な会計監査を確保するためには、公認会計士・監査法人等に対して、適切な監督を実施する必要性があることから測定指標を設定。

政策評価実施予定時期　適正な会計監査の確保により市場機能の発揮の基盤が強化されること

目標設定の
考え方・根拠

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　市場機能の発揮の基礎となる会計監査に関する制度・環境整備 担当部局名
公認会計士・監査審査会事務局
総務企画局
　企業開示課、総務課審判手続室

金融庁28（施策Ⅲ－５）

　公認会計士試験について、多様な人々が受験するよう広く周知を図る必要があることから測定指標を設定。

　監査監督及び監査品質の向上に係る国際的な議論への積極的な貢献や、当局間の情報交換枠組みの構築等に向けた協議等を通じ、諸外国の監査監督当局との連
携を強化することは、高品質な我が国会計・監査制度の実現に資するものであることから測定指標を設定。

適正な会計監査の確保の
ための態勢整備に向けた
取組みの実施

　適正な会計監査の確保のため、態勢整備に向けた必要な取組みを行う必要があることから測定指標を設定。

　日本公認会計士協会や経済界等と連携しつつ、制度改正に限定されない幅広い観点から、優秀な会計人材確保に向けて議論を深めること、また、各種の広報活動を
実施することが重要であると考えられることから測定指標を設定。

28年度

　公認会計士・監査法人による監査は、財務書類の信頼性確保の
ために極めて重要な役割を果たすものであり、厳正な会計監査の
確保を図ることが重要である。
【根拠】
・公認会計士法第１条、第１条の２　等

平成29年６月

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

海外監査監督当局との協
力・連携状況

高品質な我が国会計・
監査制度の実現に向
けた海外監査監督当
局との連携強化

28年度

－ 27 －



当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1)公認会計士試験実施経費
78

（60）
74

（58）
76 68 5 013

(2)
懲戒処分経費（参考人等
旅費）

0.2
（0）

0.2
（0）

0.2 0.2 2 -

(3)課徴金制度関係経費
1

（－）
2

（0）
2 2 2 012

(4)
監査法人、公認会計士等
に対する検査等に係る経
費

27
（15）

28
（17）

32 31 3、4 -

(5)
諸外国における公認会計
士・監査制度の実態調査
経費

－ － 3 － － 014

107
（75）

104
（75）

112 101 　特になし施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

欧米主要国をはじめとする諸外国の公認会計士・監査制度を把握するために必要な経費。

予算額計（執行額）
事務事業に関連する
予算等の項目

公認会計士法に定められた課徴金制度において、被審人に与えられた種々の権利を保証するとともに、課徴金制度の適正かつ
迅速な運営を確保するために必要な経費。

公認会計士・監査法人に懲戒処分に該当する事実があると思料するときは、内閣総理大臣（金融庁長官に委任。）は、職権を
もって、必要な調査をすることができる。本調査は、公認会計士・監査法人に対して行うものであるが、必要に応じて、専門
家の意見を求めるとの観点等から、参考人に来庁を要請することもあり、その際の旅費を負担するために必要な経費。

公認会計士試験実施経費は、試験委員会議への出席に必要な旅費、問題作成等について試験委員に支給される手当、答案の採
点等に係る諸謝金であり、試験を公正かつ確実に実施するために必要な経費。

・公益又は投資者保護のため、監査事務所等に対し立入検査を実施する際に必要な経費（金融機関等検査旅費）。
・国際会議に参加し、監査や検査に関する国際的な情報・意見交換を実施するほか、外国監査法人に対する検査等の準備のた
め、海外監査監督当局及び外国監査法人との打合せを実施するために必要な経費{職員旅費（外国旅費）、金融機関等検査旅
費}。

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

関連する
指標

項目の概要等
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1

金融庁が参加している国際
的な金融規制の策定や影響
の評価に関する基準・指針
等の策定状況、及び当庁か
らの意見発信・提案状況

2
[主要]
国際的な金融規制改革に関
する国際会議への出席状況

3 他国当局等との対話の状況

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

－ － － － － － －

－ － － －

予算額計（執行額）
関連する
指標

項目の概要等

　本施策については、目標の達成度を定量的に測定する適当な指標を設定することは困難であるが、一方で、左記の状況を確認することにより、日本の国際的な金融規制
の策定等への対応状況を一定程度把握することができるため、測定指標として選定した。金融危機の再発防止

及び金融システムの安
定確保の観点から、国
際的な金融規制の策
定や影響の評価に関
する議論等を行う会議
には可能な限り出席す
る

28年度

国際機関等において、
各国の合意の上で策
定されるものであるた
め、数値基準の設定は
困難であるものの、金
融危機の再発防止及
び金融システムの安定
確保の観点から、国際
的な金融規制の策定
や影響の評価に関す
る議論等において内外
への発信・提案を行う

28年度

金融庁28（施策Ⅳ－１）

政策評価実施予定時期
　国際的な金融規制の策定等に関する議論等における内外への発信、提案等を通じ、グローバル化した金融システムの安定と発展を確保し、
我が国経済の持続的な成長、世界経済の安定・発展に資すること。

目標設定の
考え方・根拠

  国際金融システムの安定と発展、ひいては我が国経済の持続的な成
長、世界経済の安定・発展に貢献するため、国際会議・二国間協議等を通
じて国際的な金融規制の策定等に関する議論等における内外への発信、
提案するとともに、各国・地域と更なる連携強化を図る。
【根拠】
・Ｇ20アンタルヤ・サミット首脳宣言（平成27年11月）等

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

平成29年６月

施策の概要
　グローバル化した金融システムの安定と発展を確保することにより、日本経済の持続的な成長、ひいては世界経済の
安定・発展に貢献するため、国際的な金融規制の策定等に戦略的に対応する。また、海外当局との連携を強化する。

目標測定指標

達成すべき目標

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　国際的な政策協調・連携強化 担当部局名

総務企画局
　総務課国際室、企業開示課、市場課、企画課調査室
監督局
　総務課、総務課国際監督室

事務事業に関連する
予算等の項目

目標年度

　Ｇ20アンタルヤ・サミット首脳宣言（27年11月）施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

海外の金融当局との
対話を通じて、規制・監
督上の問題に関する
連携を強化する

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

－

28年度
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1
アジア諸国をはじめとする新興
国の金融当局との関係強化に
向けた取組状況

2

[主要]
アジア諸国をはじめとする新興
国に対する金融インフラ整備支
援の実施状況、及び「グローバ
ル金融連携センター」の運営状
況

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1)

金融政策推進に必要な経費
-アジアの金融インフラ整備支
援事業（平成23年度）
-グローバル金融連携センター
設置・運営（平成26年度）

33
（32）

119
（81）

169 133 1、2 015

(2)

経済協力に必要な経費
－新興市場国を対象とした金融
行政研修（平成10年度）
－国際開発金融機関協力経費
（平成14年度）

102
（97）

113
（112）

119 124 1、2 016

135
（129）

232
（193）

288 257

新興国の金融当局か
ら支援ニーズ等を把握
する機会の確保

28年度

　本施策を構成する、アジア諸国をはじめとする新興国に対する金融インフラ整備支援の実施状況、及び「グローバル金融連携センター」の運営状況を測定指標として
設定。

金融インフラ整備支援
の実施、「グローバル
金融連携センター」の
運営

28年度

平成28年度実施施策に係る事前分析表
金融庁28（施策Ⅳ－２）

施策名 　アジア諸国をはじめとする新興国の金融・資本市場の整備及び金融業の一層の開放に向けた政策協調 担当部局名 総務企画局総務課国際室

施策の概要
　アジア諸国をはじめとする新興国に対する金融インフラ整備支援、及び「グローバル金融連携センター」（GLOPAC）の
運営等の取組みを実施する。

目標設定の
考え方・根拠

　日本の金融・資本市場は、日本企業・金融機関の新興国における事業
の拡大や新興国の成長力基盤の強化を通じ、新興国とともに成長させる
必要がある。
　こうした観点から、アジア諸国をはじめとする新興国の金融・資本市場
の整備を促進するとともに、金融規制の緩和を促す。
【根拠】
　・「日本再興戦略 - JAPAN is BACK  」（平成25年６月14日閣議決定）
　・「日本再興戦略」改訂2014  未来への挑戦-（26年６月24日閣議決定）
　・「日本再興戦略」改訂2015－未来への投資・生産性革命－」（27年６
月30日閣議決定）

達成すべき目標
　アジア諸国をはじめとする新興国の金融・資本市場の整備を促進することや、金融規制の緩和を促すことを通じて、日本企業・金融機関の新
興国における事業の拡大や新興国の成長力基盤の強化を支援し、日本の金融・資本市場を新興国とともに成長させる。

政策評価実施予定時期 平成29年６月

事務事業に関連する
予算等の項目

予算額計（執行額）
関連する
指標

項目の概要等
平成28年

行政事業レビュー
事業番号

測定指標 目標 測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠
目標年度

　本施策を効果的・効率的に実施するためには、新興国の金融当局との意見交換等を通じて支援ニーズ等を把握する必要があることから、アジア諸国をはじめとする新
興国の金融当局との関係強化に向けた取組状況を測定指標として設定。

・アジアをはじめとする新興国の金融インフラ整備支援のための、これら新興国との協議の実施、現地調査、セミナー開催等。
・グローバル金融連携センターにおいて、アジアをはじめとする新興国の金融当局職員を継続的に受け入れ、これら新興国の金融・資
本市場における具体的な課題を学びつつ、各研究員のニーズ・関心に応じたプログラムを提供。

・新興市場国の金融行政担当者を対象とした研修事業の実施。
・各国際機関（OECD、IAIS、IOSCO）の新興市場国向け技術支援のための拠出金。

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

・「日本再興戦略 - JAPAN is BACK  」（25年６月14日閣議決定）
・「日本再興戦略」改訂2014  未来への挑戦-（26年６月24日閣議決定）
・「日本再興戦略」改訂2015－未来への投資・生産性革命－」（27年６月30日閣議決定）
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1

[主要]
金融サービスの提供者を
対象とした金融行政のあり
方・アプローチの見直しの
進捗状況

2
FinTechによる金融革新の
推進

3
FinTechの動きに対する制
度面の対応

4
FinTechサポートデスクで
受け付けた相談への適切
な対応

5
「規制改革実施計画」に盛
り込まれる項目等の検討
作業

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

　外部の意見を金融行政へ反映させる仕組みなどの金融行政の質的向上に向けた取組みは、金融機関との対話の促進や金融機関の創意工夫などにつながると考え
られるため。

　金融機関と金融関連IT企業等の連携強化等のための環境整備を進め、金融関係の制度面の課題について引き続き検討していく必要があるため。

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　金融サービスの提供者に対する事業環境の整備 担当部局名

総務企画局
　政策課、企画課、企画課信用制度参事官室
検査局企画審査課
監督局総務課

金融庁28（施策Ⅳ－３）

28年度
  FinTechと呼ばれる金融・IT融合の動きは、従来見られなかったような多様な金融サービスの提供等を通じて顧客利便の向上をもたらすとともに、金融業・市場の将来
的な姿を大きく変えていく可能性を有していることを踏まえ、FinTech企業が成長していくための環境（FinTechエコシステム）の整備に向けた方策を検討し、また、決済イ
ンフラの改革等についても実行に移していく必要があるため。

施策の概要
　金融サービスの提供者が、利用者のニーズに的確に対応しつつ、積極的に事業を展開できる環境を確保するため、規
制・制度改革の推進や法令照会等への対応、官民による持続的な対話の実施等を行うこととしている。

目標測定指標

達成すべき目標

目標年度

目標設定の
考え方・根拠

　金融を取り巻く環境変化に適切に対応するため、規制・制度改革を推
進すること等により、金融サービスの提供者が、利用者のニーズに的
確に対応しつつ、積極的に事業を展開できる環境を確保する必要があ
る。
【根拠】
・「『日本再興戦略』改訂2015」（平成27年６月30日閣議決定）
・「規制改革実施計画」（27年６月30日閣議決定）
・「平成27事務年度 金融行政方針」（27年９月18日公表）
・金融審議会「決済業務等の高度化に関するワーキング・グループ報
告～決済高度化に向けた戦略的取組み～」（27年12月22日公表）
・金融審議会「金融グループを巡る制度のあり方に関するワーキング・
グループ報告～金融グループを巡る制度のあり方について～」（27年
12月22日公表）　等

金融サービスの提供
者を対象とした金融行
政のあり方・アプローチ
の見直しの実施

28年度

FinTechエコシステム
の整備に向けた所要
の方策の検討、【Ｐ】決
済インフラの改革等に
係る検討

「情報通信技術の進展
等の環境変化に対応
するための銀行法等
の一部を改正する法
律」の施行のための制
度整備、金融関係の制
度面の課題について
金融審議会において
検討

　国内でのFinTechの動きを前広に把握するとともに、必要なサポートを実施していく必要があるため。

「規制改革実施計画」
に盛り込まれる項目等
の検討・必要な措置の
実施

28年度 　「規制改革実施計画」等に盛り込まれた規制・制度改革事項等について、検討を行い、規制・制度改革を推進する必要があるため。

FinTechサポートデスク
で受け付けた相談につ
いて、内容・ニーズに
応じて的確に対応

政策評価実施予定時期　金融サービスの提供者が、利用者のニーズに的確に対応しつつ、積極的に事業を展開できる環境を確保すること 平成29年６月

28年度

28年度
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6
ノーアクションレター、一般
法令照会の受理から回答
までの処理期間

7
金融機関等との意見交換
の会合の開催実績

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1)
世界の国際金融センター
の規制・税制に関する調査
研究

-
12
（4）

－ － － －

(2)

世界の主要国際金融セン
ター等におけるグローバル
人材の確保・育成等ビジネ
ス環境整備に係る調査研
究経費

- - 10 － － －

(3)
ヘルスケアリート等の普及
促進のための調査研究等
に必要な経費

- - 13 － － －

(4)
我が国の金融・資本市場
の競争力強化に向けた実
態等の調査

13
（8）

13
(8)

11 － － －

(5)

世界の主要国際金融セン
ター等における立地競争
力強化に係る調査研究等
事業費

― ― ― 4 4 017

(6)
英語発信力強化のための
経費

― ― 69 56 4 017

13
（8）

25
(12)

103 60

　我が国金融・資本市場の競争力向上に向けて、世界の主要国際金融センターにおいて、立地競争力向上のために整備された制度や
取組を把握・研究した上で、日本の立地競争力を向上させる施策の検討に活かす。

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

関連する
指標

項目の概要等

　我が国金融機関・市場の競争力向上のため、金融業が抱える様々な課題について調査研究を行う。

　世界の主要な国際金融センターにおいて、各市場の競争力向上のために政府が講じている諸施策（制度・税制）等について調査研究
を行う。

　金融サービス提供者が、積極的に新しい商品の販売やサービスの提供を行える環境を確保するためには、法令解釈等を速やかに確認できることが望ましく、当庁とし
てこれを後押しする観点からも、ノーアクションレター制度等を利用した法令照会への対応として、正確性のみでなく迅速性にも配慮した取り組みを行っていくことが有益
であると考えられるため。

事務事業に関連する
予算等の項目

　グローバルに活動する主要な金融機関を有する世界の主要な国際金融センターにおいて、政府が講じているグローバル人材の確保・
育成をはじめとする国内外の金融機関のビジネス環境の整備に係る諸施策（制度・税制）等について調査研究を行う。

　海外におけるヘルスケアリートを取り巻く環境及び日本との比較・分析に係る調査研究を行う。また、国内において、ヘルスケアリートに
係るオペレーター向けの周知・啓発を行う。

・「『日本再興戦略』改訂2015」（27年６月30日閣議決定）

28年度 　「官民による持続的な対話」の実施状況を測るため。

28年度

金融業をめぐる課題等
を踏まえて必要に応じ
実施

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

　英語ワンストップ窓口において、当庁宛の海外からの問い合わせを一括で受け付けるための体制整備、金融関係法令やガイドラインを
はじめとする主要な公表物の英語版の作成・公表等、英語発信力強化のための事業を行う。

予算額計（執行額）

ノーアクションレター制
度等を利用した法令照
会への対応について、
所定の処理期間の遵
守を徹底するとともに、
可能な限り、その短縮
を図る
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基準年度 目標年度

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

- - - - - - -

- - - -

28年度27年度
対前年度
比増加

1

[主要]
金融庁ウェブサイト（日本
語版・英語版）へのアクセ
ス件数

28年度

2

　特になし

28年度末

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

項目の概要等

　金融庁が発信する情報を必要とする利用者数が分かるものとして、左記測定指標を選定した。

35,188件 27年度末
対前年度
末比増加

28年度末

4

事務事業に関連する
予算等の項目

金融庁Twitterのフォロ
ワー数

27年度末
対前年度
末比増加

-

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

予算額計（執行額）
関連する
指標

35,393件

1億7,154万件 27年度

3
新着情報メール配信サー
ビス登録件数

基準値

[主要]
金融庁ウェブサイト（英語
版）へのアクセス件数

596万件

目標値

金融庁28（施策Ⅳ－４）

政策評価実施予定時期
　金融行政についての情報発信を強化することにより、当局としての方針や施策の意図・内容を内外の関係者に正確に伝える環境の整備を推
進すること。

施策の概要
　金融庁が決定した様々な施策や金融取引に関する注意喚起等について、国民に対して迅速かつ正確に情報発信を行
うことが重要であり、大臣等による記者会見等や報道発表、金融庁ウェブサイト等による公表を通じて、積極的に情報発
信を行っていく。また、金融庁の施策については、海外での関心も高いことから、英語による情報発信を強化していく。

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

達成すべき目標

測定指標

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　金融行政についての情報発信の強化 担当部局名
総務企画局
　政策課広報室、政策課

　金融庁が発信する情報に対して国民や利用者による閲覧・アクセスが増加することにより、より多くの受信者に当局としての方針や施策が伝わると考えられるため、金
融庁が発信する情報の閲覧・アクセス状況が分かるものとして、左記測定指標を選定した。

対前年度
比増加

目標設定の
考え方・根拠

　透明性・予測可能性を確保しつつ金融行政を適切に推進していく上
で、当局としての方針や施策の意図・内容が内外の関係者に正確に伝
わることが重要であり、引き続き情報発信を強化していく必要がある。
　とりわけ、金融は他の分野に比べてもグローバル化が進展している
分野であることから、海外に向けて情報発信の充実が必要である。

平成29年６月
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1

[主要]
最低限身に付けるべき金
融リテラシーの普及に向け
た取組み

3
金融広報中央委員会の認
知度の向上に向けた取組
み

基準年度 目標年度

最低限身に付けるべき
金融リテラシーの普及
に向けた取組みの実
施

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

　生活設計を行う上では、金融の基礎知識や各種金融サービスの特性を理解するなど金融リテラシーを身に付ける必要があるため、国民の半数が生活設計を有する
家計となることを目標として測定指標を設定した。

　金融広報中央委員会のウェブサイト（「知るぽると」）を、金融経済教育に関する情報のインターネットでの最初のアクセス先として周知を図るため、測定指標として選
定した。

測定指標

目標年度

施策の概要 金融リテラシーを向上させるための環境整備として、金融経済教育の推進に向けた取組みを行う。

目標測定指標

達成すべき目標

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

平成29年６月

2

国民の金融知識の状況
生活設計策定の有無
※金融広報中央委員会
「家計の金融行動に関する
世論調査」

28年度
調査実施
時点

35.1%

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　金融リテラシー（知識・判断力）の向上のための環境整備 担当部局名 総務企画局政策課

基準値 目標値

金融庁27（施策Ⅳ－５）

政策評価実施予定時期　金融リテラシーが向上すること

28年度

27年度
調査実施
時点

50%

目標設定の
考え方・根拠

金融リテラシーの向上は、以下の点から重要である。
・金融取引を巡るトラブルから身を守るとともに、ローン、保険、資産運
用商品等の金融商品を賢く利用することを通じて、生活の質の向上に
つながる。
・利用者保護の実現には、当局による規制だけでは限界があり、過度
な規制は、金融機関等のイノベーションを阻害するという問題もある。
このため、利用者の金融商品を選別する目が確かになれば、より良い
金融商品の普及も期待できる。
・1,700兆円を超える家計金融資産の過半は現預金となっている。資産
運用を行う上での基礎知識を身に付け、家計が国内外の資産（株式、
債券等）への中長期・分散投資を進めることは、家計の安定的な資産
形成に資するだけでなく、成長資金の供給等を通じ、デフレ脱却にも資
すると考えられる。
【根拠】
・日本経済再生に向けた緊急経済対策（平成25年１月11日閣議決定）
・金融経済教育研究会報告書（25年４月30日公表）
・消費者教育の推進に関する基本的な方針（25年６月28日閣議決定）
・金融・資本市場活性化に向けての提言（25年12月13日公表）
・金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項（提言）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（26年６月12日公表）
・消費者基本計画（27年３月24日閣議決定）

金融広報中央委員会
のウェブサイト（「知る
ぽると」）の周知

28年度

　効率的・効果的に金融経済教育を推進する観点から、最低限身に付けるべき金融リテラシーの普及に向けた取組みを測定指標として選定した。
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当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1)
金融知識等普及施策のた
めのパンフレット等作成経
費

12
(9)

12
(9)

12 11 1、2、3 018

(2)
金融経済教育を考えるシ
ンポジウム関係経費

2
(1)

2
(0.8)

3 3 1、2、3 018

(3)
金融知識普及施策奨励経
費

0.2
(0.2)

0.2
(0.2)

0.2 0.2 1、2、3 018

(4) 金融教育推進経費 － － － 5 1、2 018

14.2
(10.2)

14.2
(10)

15.2 19.2

・日本経済再生に向けた緊急経済対策（25年１月11日閣議決定）
・金融経済教育研究会報告書（25年４月30日公表）
・消費者教育の推進に関する基本的な方針（25年６月28日閣議決定）
・金融・資本市場活性化に向けての提言（25年12月13日公表）
・金融・資本市場活性化に向けて重点的に取り組むべき事項（提言）（26年６月12日公表）
・消費者基本計画（27年3月24日閣議決定）

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

事務事業に関連する
予算等の項目

パンフレット等の作成・印刷・配布経費

金融知識普及功績者表彰に関する経費

シンポジウム等の開催経費

金融教育の推進のための経費

平成27年
行政事業レビュー
事業番号

予算額計（執行額）
関連する
指標

項目の概要等
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基準年度 目標年度

4
[主要]
民間専門家の在職者数

360名 27年度 350名超 28年度

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

－ - - - - - -

- - - -

3

予算額計（執行額）
事務事業に関連する
予算等の項目

・　国内外の大学院への留学や研修の充実・実施に取り組むことにより、①職員に専門知識を習得させ、専門的見地からの分析能力等が養成される、②国際化する行
政に対応し得る人材を育成することが果たされると考えていることから、国内外の大学院への留学者数を測定指標として選定した。
　当面は留学者数を30名程度とすることを目標として取り組む。

・　国際機関、海外監督当局、在外公館や、民間企業、地方自治体、大学等への派遣・出向を通じて、高い専門性と幅広い視野を持った人材の育成が果されると考えて
いることから、国際機関や民間企業等の外部機関への派遣・出向者数を測定指標として選定した。
　当面は派遣・出向者数を50名程度とすることを目標として取り組む。

2
[主要]
大学院への留学等の実施
状況

28年度

42名

　特になし

28年度

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

26名 27年度 30名

－

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

関連する
指標

政策評価実施予定時期　職員の意識改革を行うとともに、組織として力を最大限に引き出すための人材育成及び組織活性化を図ること

項目の概要等

・　金融機関をはじめとする民間企業経験者や弁護士・公認会計士等、高い専門を有する人材を積極的に任用・登用することにより、金融の複雑化・専門化に的確に対
応し、国民に信頼される金融行政の遂行が果されることを目標として取り組む。
　当面は、27年度の水準（350名超）を維持していくことを目標として取り組む。

施策の概要
　職員が「国益への貢献」を追及し、困難な課題にも主体的に取り組み、組織として高い成果を出していくために、人材育
成と組織活性化に取り組みます。具体的には、国益の実現に向けた職員の意識・意欲の向上、多様で高い専門性を備
えた人材確保・育成、職場環境改善等を実行します。

[主要]
人材派遣等の状況

27年度 50名

基準値

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　金融行政を担う人材の確保と資質の向上 担当部局名
総務企画局
  総務課、開発研修室

金融庁28（施策１－（１））

目標設定の
考え方・根拠

　金融行政の対象となる金融は、変化が早く、国際化も加速化し、高度
に専門化が進んでいる特徴を踏まえた行政対応を適切に遂行する態
勢を構築するため、人材育成と組織活性化を行うことが必要です。
【根拠】
・金融行政方針（金融庁の改革）（平成27年９月）

平成29年６月

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

人材育成と組織活性化の
取組み

達成すべき目標

測定指標 目標値

測定指標

1

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠
目標年度

ⅱ）ワークライフバラ
ンス推進

28年度
　男女を問わず育児・介護等により時間制約のある職員を含む全職員がその能力を最大限発揮できる職場環境を整備し、多様な働き方を可能とすることにより、多様な
人材を確保することに資することとなると考えられるため、測定指標とした。

[主要]ⅰ）人材育成
の方針の策定、人事
評価の運用の見直し

28年度

　人材育成の方針を作成し、専門人材の育成と組織内の人材育成文化を醸成することにより、組織として専門性を向上させ、職員の力を引き出し、職員が成長を実感
できるような人材育成を行っていきたいと考えていることから、測定指標として設定した。
　また、人事評価の運用の見直しについては、職員の主体的な取組みを促すとともに、人材育成につながる人事評価となるよう運用を改善していくことを考えていること
から、測定指標として設定した。

目標
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基準年度 目標年度

2
［主要］
調査研究分析成果物の作
成

3

コンファレンス、勉強会・研
究会等の定期的な開催、
産・官・学の交流を図る機
会を必要に応じて随時設
定

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

(1)
研究論文執筆関係経費
国際コンファレンス経費、
金融研究会関係経費

13
（10）

13
(8)

13 9 1,2,3 －

13
（10）

13
(8)

13 9

・ 研究者及び庁内職員等の参加を得て、定期的に開催している金融経済学勉強会及び金曜ランチョン（昼休み勉強会）は、産・官・学のネットワーク強化を図る上で重
要と考えられることから、その開催回数を指標として選定した。

測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

・コンファレンス、勉強会・研究会等を開催することで産・官・学の交流の機会を設定し、学術的成果の金融行政・実務への導入や活用、及び学会への金融行政・実務に
おける問題・実情・関心事項のインプットという双方向での議論を行うことにより、産・官・学のより一層のネットワーク強化を図ることは重要と考えられることから、指標と
して選定した。

1
金融経済学勉強会及び金
曜ランチョンの開催状況

28年度

目標年度

　特になし

測定指標

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

28年度

目標

事務事業に関連する
予算等の項目

施策の概要
　的確な調査研究分析を通じて、学術的成果を適切に金融行政へ導入・活用するため、金融行政の参考となる調査研
究の実施、産・官・学のネットワーク強化に係る取組みを図る。

達成すべき目標

測定指標

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　学術的成果の金融行政への導入・活用 担当部局名 　総務企画局政策課研究開発室

基準値 目標値

金融庁28（施策２－（１））

政策評価実施予定時期　的確な調査研究分析を通じて、学術的成果を適切に金融行政へ導入・活用すること

39回 27年度 35回

目標設定の
考え方・根拠

　金融情勢の変化に的確に対応しつつ、適切な行政運営を確保してい
くため、金融環境に対応した様々なテーマについて調査研究分析等を
行い、その学術的成果を金融行政へ導入・活用して、専門的かつ客観
的裏付けに基づいた金融行政の遂行を図る必要がある。
　研究会等の開催により、外部有識者の知見を金融行政へ活用するた
めの金融行政とアカデミズムとのネットワーク構築が図られているが、
今後もこのような取組みを持続的に行っていくことが必要である。

平成29年６月

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

・金融に関する様々なテーマについて調査研究分析等を行い、その成果を国内外に情報発信することは、学術的成果を金融行政へ導入・活用する上で、必要不可欠で
あると考えられることから、主要な指標として選定した。

・諸外国の金融法制・規制の比較・分析の一環として、また、各国の研究者、政府関係者、実務家等とのネットワーク強化を目的として、
望ましい金融規制・監督のあり方等について、産官学を中心とした国際コンファレンスを開催。
・庁内職員及び有識者を集め勉強会等を開催し、情報収集や議論を行う。
・特別研究員等の調査・研究を研究成果報告書として取りまとめる。取りまとめた研究成果報告書については、研究をより有益なものへと
高め、金融庁内外を問わず議論を喚起することが重要であることから、金融研究センターウェブサイトに掲載し積極的に情報発信を行
う。

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

予算額計（執行額）
関連する
指標

項目の概要等

金融行政の参考となる
調査研究を実施し、調
査研究分析の成果物
を作成すること

28年度

 コンファレンス、勉強
会・研究会等を開催
し、産・官・学のより一
層のネットワーク強化
を図ること。
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基準年度 目標年度

目標設定の
考え方・根拠

　　「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」において、「ＩＴ投資の重点化・効率化
の徹底による全体最適を実現する」こととされており、従前より当庁に
おいても、効率化・合理化などの効果が見込まれる業務・情報システム
分野において、「業務・システム最適化計画」を策定し、減量・効率化等
の取組みを進めている。
　また、当該宣言において、各府省は「重複する情報システムやネット
ワークの統廃合、必要性の乏しい情報システムの見直しを進めるとと
もに、政府共通プラットフォームへの移行を加速する」こととされてい
る。
　当庁においても、「政府情報システム改革ロードマップ」に基づき、情
報システム改革に取り組んでいる。また、情報システム改修等に関す
る経費について、「政府情報システム投資計画書」を作成し、予算執行
過程における適切な目標管理に取り組んでいる。

　　「サイバーセキュリティ戦略」において、政府機関においては「情報
及び情報システムに係る情報セキュリティ水準の一層の向上」が求め
られているため、当庁においても、技術的な情報セキュリティ対策の強
化に加え、職員の情報セキュリティに関する意識の向上に取り組んで
いる。

【根拠】
・施策に関係する内閣の重要政策（施政方針演説等のうち主なもの）を
参照

平成29年６月

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　金融行政における情報システムの活用 担当部局名

総務企画局
　総務課情報化統括室、総務課、総務課管理室、総務課開発研修室、
　市場課、企業開示課、政策課広報室、政策課研究開発室
監督局総務課
検査局総務課
証券取引等監視委員会事務局総務課
公認会計士監査審査会事務局総務試験室

基準値 目標値

金融庁28（施策３－（１））

政策評価実施予定時期
　①最適化の早期実現、情報システムの見直し及びそれに伴う運用コストの削減を図ること
　②情報セキュリティ対策を推進すること

32,380
千円

施策の概要
　「世界最先端IT国家創造宣言」及び「サイバーセキュリティ戦略」等に基づき、国民の利便性の向上と行政運営の簡素
化、効率化、信頼性及び透明性の向上に取り組むため、業務・システムの最適化を早期に実現し、業務の効率化を図る
とともに、情報管理を強化するため情報セキュリティ対策の推進を図ります。

達成すべき目標

測定指標

平成26年度
22,322
千円

　「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」において、「政府情報システム投資計画書」を策定し、既存システムの改修等の投資に関し、その内容及び経費の内訳、中期的な投資
額見込み並びに投資対効果を明らかにし、予算執行過程における適切な目標管理を行うこととされている。
　平成27年度政府情報システム投資計画書における投資事項「公認会計士試験システムの政府共通プラットフォームへの移行」による効果指標（システム運用等経費）
を目標値として選定した。
　「情報通信技術（IT）関係施策に関する平成27年度戦略的予算重点方針」（平成26年7月4日内閣情報通信政策監）
　「平成27年度政府情報システム投資計画書」（平成27年7月17日各府省情報化統括責任者（CIO)連絡会議決定）

1

①最適化の早期実現、情
報システムの見直し及びそ
れに伴う運用コストの削減
「公認会計士試験システム
の政府共通プラットフォー
ムへの移行」
　・システム運用等経費

平成29年度

　「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」において、重複する情報システムやネットワークの統廃合、必要性の乏しい情報システムの見直しを進めるとともに、政府共通プラット
フォームへの移行を加速し、運用コストを圧縮することとされている。
　平成27年度の「政府共通プラットフォーム移行関連経費連絡票」におけるシステム運用等経費に加え、総務省から通知された政府共通プラットフォームの利用に係る
費用負担額の合算値を目標値（運用等経費）として選定した。

2

①最適化の早期実現、情
報システムの見直し及びそ
れに伴う運用コストの削減
「金融庁ウェブサイトシステ
ムの政府共通プラット
フォームへの移行」
　・システム運用等経費

29,096
千円

平成26年度
18,304
千円

平成29年度

－ 43 －



当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

－ － － － － － －

－ － － －

－

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

予算額計（執行額）
関連する
指標

項目の概要等

　情報セキュリティに関する各種規則の遵守状況について、職員自ら確認する自己点検を年に１回実施している。
　職員の情報セキュリティ対策の実施状況を把握・計測する手段であることから、本点検の結果（点検項目として設定した遵守すべき事項の全てを実施している職員の
割合）を測定指標として選定した。
　「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」（平成26年5月19日　情報セキュリティ政策会議）

　全職員（非常勤職員を含む）に対して、「情報管理研修」を実施し、年に１回以上受講させることとしている。
　本研修の実施は情報セキュリティ対策の推進に寄与することから、本研修の受講率を測定指標として選定した。

　「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」において、重複する情報システムやネットワークの統廃合、必要性の乏しい情報システムの見直しを進めるとともに、政府共通プラット
フォームへの移行を加速することとされている。これを受け「政府情報システム改革ロードマップ」では、スタンドアロンコンピュータについて、その台数の縮小を図ること
とされている。
　本ロードマップに記載される当庁における情報システム改革後のスタンドアロンコンピュータの台数を目標値として選定した。
　「政府情報システム改革ロードマップ」（平成27年3月4日各府省情報化統括責任者（CIO)連絡会議決定）

・「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」（27年6月30日閣議決定）
・「業務・システム最適化計画について」（26年4月1日各府省情報化統括責任者（CIO)連絡会議決定）
・「政府情報システム改革ロードマップ」（27年3月4日各府省情報化統括責任者（CIO)連絡会議決定）
・「情報通信（IT）関係施策に関する平成28年度戦略的予算重点方針」（27年8月7日内閣情報通信政策監）
・「平成27年度政府情報システム投資計画」（27年７月17日各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定）
・「サイバーセキュリティ戦略」（27年9月4日閣議決定）
・「サイバーセキュリティ2015」（27年9月25日サイバーセキュリティ戦略本部決定）

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

事務事業に関連する
予算等の項目

6

②情報セキュリティ対策の
推進
　・情報セキュリティに関す
る職員の自己点検におけ
る遵守事項の実施率

Ｐ 平成27年度 93％以上 平成28年度

5
②情報セキュリティ対策の
推進
　・情報管理研修の受講率

100% 平成27年度 100% 平成28年度

4

[主要]
①最適化の早期実現、情
報システムの見直し及びそ
れに伴う運用コストの削減
　・スタンドアロンコンピュー
タの台数削減

243台 平成24年度 240台 平成30年度

　「世界最先端ＩＴ国家創造宣言」において、重複する情報システムやネットワークの統廃合、必要性の乏しい情報システムの見直しを進めるとともに、政府共通プラット
フォームへの移行を加速することとされている。これを受け「政府情報システム改革ロードマップ」では、2018年度（平成30年度）までに2012年度（平成24年度）に比べて
情報システム数を半数近くまで削減することとされている。
　本ロードマップに記載される当庁における情報システム改革後に存続する情報システム数（政府共通プラットフォームへ移行する情報システムを含む）を目標値として
選定した。
　「政府情報システム改革ロードマップ」（平成27年3月4日各府省情報化統括責任者（CIO)連絡会議決定）

3

[主要]
①最適化の早期実現、情
報システムの見直し及びそ
れに伴う運用コストの削減
　・情報システム数の削減

22
システム

平成24年度
12

システム
平成30年度

－ 44 －



1

［主要］
災害等発生時における金
融行政の継続確保のため
の取組み

2
［主要］
災害等発生時に備えた訓
練

当初予算額

25年度
（百万円）

26年度
（百万円）

27年度
（百万円）

28年度
（百万円）

- － - - - - -

- - - -

目標設定の
考え方・根拠

　「首都直下地震緊急対策推進基本計画」等において、行政機能の中
核を担う中央省庁には業務継続計画の策定等を通じて業務継続性の
確保を図ることが求められていることを踏まえ、金融庁としても、業務
継続性の確保に係る取組みを進める。
【根拠】
・首都直下地震緊急対策推進基本計画（平成26年３月28日閣議決定）
・政府業務継続計画（首都直下地震対策）（26年３月28日閣議決定）
・新型インフルエンザ等対策政府行動計画（25年６月７日閣議決定）
・新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン（26年３月
31日）

・首都直下地震緊急対策推進基本計画（26年３月28日閣議決定）
・政府業務継続計画（首都直下地震対策）（26年３月28日閣議決定）
・新型インフルエンザ等対策政府行動計画（25年６月７日閣議決定）
・新型インフルエンザ等対応中央省庁業務継続ガイドライン（26年３月31日）

施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

「政府業務継続計画
（首都直下地震対策）」
などを踏まえ金融庁業
務継続計画等の実効
性を検証し、必要に応
じて見直しを実施

事務事業に関連する
予算等の項目

業務継続体制の充実・強化のためには、業務継続計画等を継続的に検証し、必要に応じて見直すことが重要であるため。

平成28年
行政事業レビュー
事業番号

施策の概要
  金融庁業務継続計画等を見直すとともに、関係機関と連携して実践的な訓練を実施することにより、金融庁の業務継
続体制の充実・強化を図る。

目標測定指標

達成すべき目標

目標年度
測定指標の選定理由及び目標（水準・目標年度）の設定の根拠

平成29年６月政策評価実施予定時期　金融庁の業務継続体制の充実・強化を図ること

平成28年度実施施策に係る事前分析表

施策名 　災害等発生時における金融行政の継続確保 担当部局名
総務企画局
　政策課、総務課、総務課管理室
監督局総務課

金融庁28（施策３－（２））

項目の概要等

28年度

関係機関と連携した実践的な訓練の実施により、金融庁業務継続計画等の実効性を検証し、必要に応じて見直すことが重要であるため。28年度

金融行政の継続確保
の観点から、関係機関
と連携して実践的な訓
練を実施

-

予算額計（執行額）
関連する
指標

－ 45 －


